
令和５年度 地域スポーツ振興助成事業実施要領 

 

１ 目  的 

市郡町村体育・スポーツ協会が地域の幼児から高齢者までを対象として実施する各種スポーツ活動へ助

成し、青少年の健全育成と生涯スポーツの振興を図る。 

２ 主  催 

  福岡県  公益財団法人福岡県スポーツ協会 

  開催市郡町村体育・スポーツ協会  開催市町村、同教育委員会 

３ 助成対象事業 

地域の幼児から高齢者までを対象として実施する下記のスポーツ活動事業に要する経費の助成。 

事 業 名 事業内容 

① 青少年スポーツ活動事業 

② 壮年スポーツ活動事業 

③ 高齢者スポーツ活動事業 

④ 親子スポーツ活動事業 

⑤ 女性スポーツ活動事業 

⑥ 世代間交流スポーツ活動事業 

Ⅰ スポーツ医・科学講座と演習（必須） 

Ⅱ 各種スポーツ教室 

Ⅲ 各種スポーツ大会 

Ⅳ 野外活動 

Ⅴ 健康・体力相談 

Ⅵ 広報活動 

１ 各事業はメニュー事業とし、地域の事情に応じ、事業内容の単独または組み合わせで実施するこ

とができる。ただし、『Ⅰ スポーツ医・科学講座と演習』に関する内容は必須とする。 

２ 地域の事情に応じて、各種スポーツ教室・大会の中にニュースポーツを取り入れてもよい。 

※ 講師・指導者については、可能な限り公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツドクターまたは公認 

スポーツ指導者を活用すること。 

※ 「Ⅰ スポーツ医・科学講座と演習」の講師は本会スポーツ医・科学サポートシステム構築事業により

派遣することができる。 

４ 指定期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで。 

５ 助成対象経費 

謝金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、その他事業実施に直接必要な経費。 

６ 助成予定金額 

事業規模及び内容に応じて事業費の一部を助成する。 

ただし、１事業あたり上限１２万円とし、同一市町村への助成総額は上限３０万円とする。 

なお、予算の範囲内で調整することがある。 

７ 助成期間 

本事業は継続３ヵ年の補助事業とする（申請数によっては打ち切りの事業が出ることもある）。 

なお、継続１１ヵ年以上の事業は助成対象外とする。 

また、前年度中止した事業を今年度も引き続き実施する場合、前年度と同じ申請年とする。 

例：令和３年度が１年目で事業中止の場合、令和４年度も１年目として申請が可能。 

８ 提 出 先 

  公益財団法人福岡県スポーツ協会 

  〒８１２－０８５２ 福岡市博多区東平尾公園２丁目１番４号 

福岡県立スポーツ科学情報センター内 

※ 町村体育・スポーツ協会は、該当郡体育・スポーツ協会へ提出すること。 

また、郡体育・スポーツ協会は、該当町村体育・スポーツ協会の書類を取りまとめたうえ、提出すること。 

 

 

 

 



地域スポーツ振興助成事業 事業例 

 
 

事業メニュー 事 業 例 

事 業 名 ①青少年スポーツ活動事業 
小学生を対象とした体力アップ教室。 

併せて、体力テストの結果や体力を高める運動

について演習を実施。 事業内容 
Ⅱ各種スポーツ教室 

Ⅰスポーツ医・科学講座と演習 

事 業 名 ①青少年スポーツ活動事業 
小～高校生対象の各種スポーツ大会。 

併せて、大会の中で、健康チェックの方法や熱

中症に関する講話を実施。 事業内容 
Ⅲ各種スポーツ大会 

Ⅰスポーツ医・科学講座と演習 

事 業 名 ③高齢者スポーツ活動事業 
高齢者を対象とした健康づくり教室。 

併せて、健康のためのスポーツマッサージにつ

いて演習を実施。 事業内容 
Ⅱ各種スポーツ教室 

Ⅰスポーツ医・科学講座と演習 

事 業 名 ④親子スポーツ活動事業 
小学生とその保護者を対象とした各種スポー

ツ教室。併せて子どもの体力向上に関する医・

科学教室を実施。 事業内容 
Ⅱ各種スポーツ教室 

Ⅰスポーツ医・科学講座と演習 

事 業 名 ⑤女性スポーツ活動事業 
家庭婦人各種スポーツ大会。 

併せて、スポーツ障害とその予防についてスポ

ーツ講座を実施。 事業内容 
Ⅲ各種スポーツ大会 

Ⅰスポーツ医・科学講座と演習 

事 業 名 ⑥世代間交流スポーツ活動事業 地元の高校生（大学生）が指導者を務める小中

学生を対象とした各種スポーツ教室。併せて、

良いコンディションを維持する運動（トレーニ

ング）・栄養（食事）・休養（睡眠）の３つポイ

ントについて演習を実施 

事業内容 
Ⅱ各種スポーツ教室 

Ⅰスポーツ医・科学講座と演習 

事 業 名 ※（青少年～高齢者）スポーツ活動事業 
市民全般を対象としたニュースポーツ体験イ

ベント。併せて食事と栄養に関する研修会を実

施。 事業内容 
Ⅱ各種スポーツ教室 

Ⅰスポーツ医・科学講座と演習 

事 業 名 ※（青少年～高齢者）スポーツ活動事業 
市民全般を対象とした各種スポーツ教室。併せ

て傷害予防のための準備運動に関する演習を

実施。 事業内容 
Ⅱ各種スポーツ教室 

Ⅰスポーツ医・科学講座と演習 


